
 
山形セレクション（観光・関連サービス分野）認定要領 

  
（目的） 

第１条 この要領は、山形セレクション認定制度実施要綱（以下「要綱」という。）

に基づき、「山形セレクション」の観光・関連サービス分野の認定に関し必要な事

項を定めることを目的とする。 
 
（認定申請の募集） 

第２条 知事は、認定の対象となる具体的な観光・関連サービスを定めたときは、別

途、募集要項を定め、認定の申請を募るものとする。 
 
（申請書類） 

第３条 要綱第７条第２項に定める申請書類は、次に掲げる書類とする。 
（１）山形セレクション（観光・関連サービス分野）認定申請書（別記様式第１号） 
（２）山形セレクション（観光・関連サービス分野）認定申請調書（別記様式第２号） 
（３）山形セレクション（観光・関連サービス分野）認定申請に係る誓約書（別記様

式第３号） 
（４）山形セレクション（観光・関連サービス分野）認定申請に係る推薦書（別記様

式第４号） 
（５）定款（寄附行為、規約） 
（６）商業登記簿謄本（住民票の写し） 
（７）その他知事が必要と認める資料 
 
（認定基準の適用） 

第４条 要綱別表に定める観光・関連サービス分野に係る山形基準については、観光

資源（自然資源）、観光資源（歴史・文化資源）、資源活用観光及び観光地・温泉地

の各認定対象別に適用するものとし、別表に定めるとおりとする。 
 
（認定の審査） 

第５条 要綱第８条第２項の規定による認定審査にあたっては、申請書類の内容に係

る書類審査に加え、必要に応じて、専門家からの意見聴取及び現地審査を行うもの

とする。 
 
（費用負担） 

第６条 要綱第７条第２項の規定による認定の申請に要する経費は申請者の負担と

する。 
 
（補則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 

附 則 
この要領は、平成１８年４月５日から施行する。 

 
附 則 

この要領は、平成２０年２月７日から施行する。 
 



別 表 

認 定 対 象 観光資源（自然資源） 観光資源（歴史・文化資源） 資源活用観光 観光地・温泉地 

１ 高い品質 ○自然資源としての価値の高さ 
・ 他に類を見ない特異な景観、植生、自

然造形を有する等、希少性や独自性など

の面で、全国又は世界の類似のものと比

べて優れており、自然資源としての価値

が高いこと。 

○歴史・文化資源としての価値の高さ 
・ 歴史的にみて貴重な文化性を有する、

歴史的な街並みが保存されている、歴史

的な人物に関係する物語がある等、希少

性や独自性などの面で、全国又は世界の

類似のものと比べて優れており、歴史・

文化資源としての価値が高いこと。 

○地域資源を活かした高い独自性 
・ 本県特有の地域資源を有効に活用した

独自性の高いサービスであり、全国又は

世界の類似のものと比べても優れてい

ること。 
○誘客力の高さ 
・ 観光客の心をとらえる魅力を有し、観

光客が多く訪れていること。 

○高いホスピタリティ 
・ 地域内の道路、建物等が、観光客がも

てなされていると見てとれるような表

現で溢れており、地域全体に高いホスピ

タリティが表現されていること。 
○独自性の高い取組み 
・ 「いやし」、「健康」、「食文化」等にお

いて独自性の高い優れた取組みがなさ

れていること。 
○誘客力の高さ 
・ 観光客の心をとらえる魅力を有し、観

光客が多く訪れていること。 
 

２ 安全性・安心感へ

の配慮 
  ○サービス水準を高める取組み等 

・ 観光客のニーズを把握し、新たなサー

ビスの提供やサービス内容の改善等の

サービス水準を高める取組みがみられ

ること。また、サービスを継続的に提供

する体制が整っていること。 
 

○地域住民が一体となった取組み体制 
・ 地域住民が、ホスピタリティの重要性

を理解し、協力してホスピタリティを高

める取組みを行う体制が整っているこ

と。 

３ 山形の自然、歴

史・文化の継承 
  ○自然、歴史・文化等の活用 

・ 地域の自然、歴史・文化等を活かして

いること。 
 

○自然、歴史・文化等の活用 
・ 地域の自然、歴史・文化等を活かして

いること。 

４ 山形の技術・技法

の伝承 
  ○地域特産物等の活用 

・ 地域に伝わる伝統的な特産物等を活か

していること。 
 

○地域特産物等の活用 
・ 地域に伝わる伝統的な特産物等を活か

していること。 
 

５ 環境への配慮 ○資源の保全・継承の取組み 
・ 当該資源を保全・継承する取組みが行

われていること。 

○資源の保全・継承の取組み 
・ 当該資源を保全・継承する取組みが行

われていること。 

○環境への配慮 
・ 環境に配慮した取組みが行われている

こと。 
 

○環境への配慮 
・ 環境に配慮した取組みが行われている

こと。 
 

 


